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 厚生労働省は７月２８日、「独立性が認められ

ない事業主間で実施される出向への助成」を公表

し、８月１日よりグループ内出向を行った場合に

おいても、出向元・出向先双方の事業者に対して

産業雇用安定助成金制度を適用することを明ら

かにした。 

同制度は、コロナ禍により事業活動の一時的な

縮小を余儀なくされた企業の雇用維持を目的に、

グループ外への在籍型出向を支援するために本

年２月に創設された。その一方で、柔軟な雇用調

整を行うためにグループ内への在籍型出向が行

われているという実態があり、支援の拡充の必要

性が生じていた。 

ＪＲ連合は、加盟単組からの要望も受け、本年５月に連合本部との「総対話

行動」においてこの課題の解決を求めた。直ちに連合・神津会長が加藤官房長

官に要望を伝え、厚労省内で具体的に検討が進められた。その後、既に課題が

生じているＪＲ連合をはじめとする関係産別に対し、同省からのヒアリングが

実施され、ここで具体的に要請した事柄が厚労大臣の諮問機関である労働政策

審議会で取り上げられ、今回の支援拡充に繋がった。また本年６月、航空連合・

サービス連合とともに田村厚生労働大臣へ直接的に要請を行ったことも功を

奏したと言える。 

今回の支援拡充は、こうした一連の取り組みによる大きな成果である。ＪＲ

連合は今後も政策活動を積極的に展開し、引き続き雇用調整助成金の特例措置

といった働く仲間の雇用と生活を守る政策の実現に向けて取り組みを強化し

ていく。 

（厚労省 HP）https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf 

ＪＲ連合の要望が実現！グループ内出向に

も産業雇用安定助成金制度が適用拡大！ 


